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三 

 
衆
議
院
議
員
山
本
政
弘
君
提
出
北
辰
電
機
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

1 

株
式
会
社
北
辰
電
機
製
作
所
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
以
降
、
総
評

全
国
金
属
労
働
組
合
東
京
地
方
本
部
北
辰
電
機
支
部
（
現
在
組
合
員
数
約
四
四
名
。
以
下
「
支
部
」
と
い
う
。
）

と
全
国
金
属
産
業
労
働
組
合
同
盟
加
盟
の
北
辰
電
機
労
働
組
合
（
現
在
組
合
員
数
約
一
、
八
五
〇
名
）
と
の
二

組
合
が
併
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
会
社
と
支
部
と
の
間
に
お
い
て
、
賃
金
等
の
問
題
を
め

ぐ
つ
て
幾
つ
か
の
紛
争
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
両
組
合
間
の
組
織
対
立
が
続
き
、
両
組
合
の
組
合
員
等
の

間
で
種
々
の
紛
争
が
生
じ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

2 

昭
和
四
十
七
年
三
月
以
降
、
支
部
等
か
ら
、
会
社
を
被
申
立
人
と
し
て
、
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
（
以

下
「
都
労
委
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
幾
つ
か
の
不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
係 



(3) 

昭
和
五
十
年
四
月
、
支
部
の
組
合
員
一
名
に
対
す
る
配
置
転
換
命
令
は
組
合
活
動
を
理
由
と
す
る
不
利

益
取
扱
い
等
で
あ
る
と
し
て
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
、
現
在
都
労
委
に
お
い
て
審
問
が
行
わ
れ
て
い
る
と 

(2) 

昭
和
四
十
九
年
六
月
、
昭
和
五
十
年
六
月
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
及
び
昭
和
五
十
二
年
三
月
、
会
社
が

支
部
の
組
合
員
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
前
年
度
の
賃
金
の
支
払
等
に
つ
き
差
別
扱
い
を
し
て
い
る
と
し
て
救

済
申
立
て
が
行
わ
れ
、
現
在
、
各
事
件
と
も
、
都
労
委
に
お
い
て
審
問
前
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

(1) 
昭
和
四
十
七
年
五
月
、
会
社
が
支
部
の
組
合
員
に
対
し
て
前
年
度
の
賃
金
の
支
払
等
に
つ
き
差
別
扱
い

を
し
て
い
る
と
し
て
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
、
都
労
委
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
申
立
て
を
認
容
す
る

旨
の
命
令
を
出
し
た
が
、
会
社
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
東
京
地
方
裁
判
所
に
行
政
訴
訟
を
提
起
し
、
本

件
は
、
現
在
、
同
地
方
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
る
。 

争
中
の
も
の
の
内
容
及
び
進
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 四 

 



3 

昭
和
五
十
一
年
以
降
、
会
社
の
労
働
者
等
か
ら
大
田
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
労
働
基
準
法
（
以
下
「
労
基

法
」
と
い
う
。
）
違
反
を
内
容
と
す
る
申
告
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
及
び
進
行
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で 

(6) 

昭
和
五
十
二
年
一
月
、
支
部
と
の
団
体
交
渉
の
時
期
・
回
数
等
に
つ
き
他
の
組
合
と
の
間
に
差
別
が
あ

る
と
し
て
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
、
都
労
委
に
お
い
て
は
既
に
審
問
が
終
結
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

(5) 

昭
和
五
十
一
年
十
月
、
支
部
の
組
合
員
七
名
に
対
す
る
懲
戒
処
分
は
組
合
活
動
を
理
由
と
す
る
不
利
益

取
扱
い
等
で
あ
る
と
し
て
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
、
現
在
、
都
労
委
に
お
い
て
審
問
が
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

(4) 
昭
和
五
十
一
年
五
月
、
会
社
が
支
部
の
組
合
員
へ
の
社
内
報
の
配
付
に
つ
き
差
別
扱
い
を
し
て
い
る
と

し
て
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
、
現
在
、
都
労
委
に
お
い
て
審
問
前
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

 



(4) 

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
、
支
部
か
ら
年
末
一
時
金
の
不
払
い
に
つ
い
て
申
告
が
あ
つ
た
の
で
、
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
労
基
法
違
反
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。 

(3) 

昭
和
五
十
一
年
十
月
、
支
部
の
役
員
か
ら
会
社
が
支
部
の
組
合
員
に
対
し
て
仕
事
、
行
事
等
に
つ
き
差

別
扱
い
を
し
て
い
る
等
の
申
告
が
あ
つ
た
の
で
、
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
労
基
法
違
反
は
認
め
ら
れ
な
か
つ

た
。 

(2) 

昭
和
五
十
一
年
九
月
、
右
両
名
の
う
ち
の
一
名
か
ら
右
の
申
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
取

扱
い
を
受
け
た
旨
の
申
告
が
あ
つ
た
の
で
、
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
労
基
法
違
反
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。 

(1) 
昭
和
五
十
一
年
七
月
、
八
月
及
び
九
月
、
会
社
の
労
働
者
二
名
か
ら
欠
勤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
申
告
が

あ
つ
た
の
で
、
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
労
基
法
第
二
十
四
条
違
反
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
会
社
に
対
し
そ
の

是
正
を
勧
告
し
た
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月
是
正
の
あ
つ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。 

あ
る
。 

六 

 



三
に
つ
い
て 

(6) 

昭
和
五
十
三
年
二
月
、
右
両
名
の
う
ち
の
一
名
か
ら
、
同
年
三
月
十
六
日
付
け
で
解
雇
す
る
と
の
通
知

を
受
け
た
が
、
当
該
解
雇
は
労
基
法
第
十
九
条
に
違
反
す
る
旨
の
申
告
が
あ
つ
た
の
で
、
同
月
八
日
及
び

十
四
日
、
会
社
に
対
し
解
雇
を
行
わ
な
い
よ
う
指
導
し
た
。
し
か
し
、
会
社
は
、
こ
れ
に
従
わ
ず
、
解
雇

し
た
の
で
、
同
月
二
十
八
日
、
労
基
法
第
十
九
条
違
反
と
し
て
会
社
に
対
し
そ
の
是
正
を
勧
告
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

(5) 

昭
和
五
十
二
年
四
月
、
会
社
の
労
働
者
二
名
か
ら
就
業
規
則
及
び
業
務
上
災
害
補
償
規
程
に
基
づ
く
補

償
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
申
告
が
あ
つ
た
の
で
、
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
労
基
法
違
反
は
認
め
ら
れ

な
か
つ
た
が
、
会
社
に
対
し
就
業
規
則
及
び
業
務
上
災
害
補
償
規
程
に
基
づ
く
補
償
を
行
う
よ
う
指
導
し

た
。 

労
基
法
第
十
九
条
違
反
の
申
告
事
案
に
つ
い
て
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
3

(6)
で
述
べ
た
と
お
り
、
同
条
違 

七 

 



 

八 

反
と
し
て
会
社
に
対
し
そ
の
是
正
を
勧
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
違
反
が
是
正
さ
れ
な
い
と
き
は
、
早
期
に

是
正
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




